


 

 

さいたま市教育委員会教育長訓令第１号 

さいたま市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令 

さいたま市教育委員会事務専決規程（平成１５年さいたま市教育委員会教育長訓令

第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（副教育長等の専決事項）  （副教育長等の専決事項）  
第３条 副教育長、部長及び課長の専決事項は、別

に定めるもののほか、共通専決事項については、

さいたま市事務専決規程（平成１５年さいたま市

訓令第８号。以下「市専決規程」という。）別表

第２を準用し、個別専決事項については別表に掲

げるとおりとする。この場合において、市専決規

程別表第２中「局長」とあるのは「副教育長」と

読み替えるものとし、市専決規程別表第２の２ 

人事・服務の表第１１項の規定に関する事項につ

いては、同項の規定にかかわらず、部長の専決事

項とする。 

 
第３条 副教育長、部長及び課長の専決事項は、別

に定めるもののほか、共通専決事項については、

さいたま市事務専決規程（平成１５年さいたま市

訓令第８号。以下「市専決規程」という。）別表

第２を準用し、個別専決事項については別表に掲

げるとおりとする。この場合において、市専決規

程別表第２中「局長」とあるのは「副教育長」と

読み替えるものとし、市専決規程別表第２の２ 

人事・服務の表第１０項の規定に関する事項につ

いては、同項の規定にかかわらず、部長の専決事

項とする。 

  

（校長及び副校長の専決事項）  （校長及び副校長の専決事項） 

第４条 [略] 第４条 [略] 

２ 高等学校及び中等教育学校（以下「高等学校等

」という。）の校長の専決事項については、市専

決規程別表第２を準用する。この場合において、

同表の規定中「局長」とあるのは「副教育長」

と、「課長」とあるのは「校長」と読み替えるも

のとし、同表第２の２ 人事・服務の表第１１項

の規定に関する事項については、同項の規定にか

かわらず、部長の専決事項とする。 

２ 高等学校及び中等教育学校（以下「高等学校等

」という。）の校長の専決事項については、市専

決規程別表第２を準用する。この場合において、

同表の規定中「局長」とあるのは「副教育長」

と、「課長」とあるのは「校長」と読み替えるも

のとし、同表第２の２ 人事・服務の表第１０項

の規定に関する事項については、同項の規定にか

かわらず、部長の専決事項とする。 

  

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

個別専決事項 個別専決事項 

管理部     

課所名 専決事項 課

長 

部

長 

副

教

育

長 

管理部     

課所名 専決事項 課

長 

部

長 

副

教

育

長 



 

 

教育総

務課 

１ 職員（教職員及び教職

員及び地方公務員法第２

２条の２第１項に規定す

る会計年度任用職員（以

下「会計年度任用職員」

という。）を除く。以下

同じ。）の職務専念義務

を免除（さいたま市職員

の職務に専念する義務の

特例に関する条例施行規

則第２条第７号（人事委

員会又は他の機関の行う

昇任試験（選考を含む。

）に係るものに限る。）

及び第９号から第１２号

までを除く。）するこ

と。 

２ 職員の営利企業等従事

を許可すること。 

 

 

 

３ ［略］ 

４ 修学部分休業を承認す

ること。 

⑴ 部長（部長相当職を

含む。次項から第７項

までにおいて同じ。） 

⑵ 課長（課長相当職を

含む。次項から第７項

までにおいて同じ。） 

⑶ 課に属する所属職員 

５ 自己啓発等休業を承認

すること。 

⑴ 部長 

⑵ 課長 

 

⑶ 課に属する所属職員 

６ 配偶者同行休業を承認

すること。 

⑴ 部長 

⑵ 課長 

 

⑶ 課に属する所属職員 

７ 職員の育児休業、部分

休業の申出及び育児短時

間勤務を承認すること。 

⑴ 部長 

⑵ 課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

教育総

務課 

１ 職員（教職員及び教職

員及び地方公務員法第２

２条の２第１項に規定す

る会計年度任用職員（以

下「会計年度任用職員」

という）を除く。以下同

じ。）の職務専念義務を

免除（さいたま市職員の

職務に専念する義務の特

例に関する条例施行規則

第２条第９号から第１２

号までを除く。）するこ

と。 

 

 

 

 

２ 職員の営利企業等従事

を許可すること。（副教

育長及び組織規則第６条

第２項に規定する理事を

除く。） 

３ ［略］ 

４ 修学部分休業を承認す

ること。 

 

 

 

 ⑴ 課長（課長相当職を

含む。） 

 

 ⑵ 所属職員 

５ 自己啓発等休業を承認

すること。 

 

⑴ 課長（課長相当職を

含む。） 

⑵ 所属職員 

６ 配偶者同行休業を承認

すること。 

 

⑴ 課長（課長相当職を

含む。） 

⑵ 所属職員 

７ 職員の育児休業、部分

休業及び育児短時間勤務

を承認すること。 

 

⑴ 課長（課長相当職を

含む。） 
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⑶ 課に属する所属職員 

８～１６ [略] 

○  

 

 ［略］ 
 

⑵ 所属職員 

８～１６ [略] 

○   

 ［略］ 
 

［略］ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


